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延岡市大武町 25 2番地 1請求者
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.,iV イ彦部渡,. 
地方自治法第 26 0条の 2第 12項の規定に基づき、下記の認可地

縁団体に係る告示事項に関する証明書の交付を請求いたします。

日
u

－一2H
H

団体の名称：大武二区

事務所の所在地：延岡市大武町 29 8番地

,,.. 
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延岡市長早生隆彦様

平成5年8月18日

認可を受けようとする地縁による団体

名称及び事務所の所在地

名称：大武2区

所在地：延岡市大武町298番地

代表者の氏名及び住所一

氏名：渡部修吉 上箪R)

住所：延岡市大武町252-1番地

認可申請書

地方自治方260条の2第1項の規定により，不動産又は不動産に関する

権利等を保有するため認可を受けたいので， Jjlj添書類を添えて申請しま

す。

（日lj添書類）

l，規約

2，認可を申請することについて，総会で議決したことを証する書類、

3，構成員の名簿

4，保有資産目録又は保有予定資産目録

5，良好－な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行

っていることを証する書類

6，申請者が代表者であることを証する書類



保 有資産目録 平成5年4月1日（現在）

団体名称：大武2区

1不動産

ω所有権を有する不動産

ア：建物

名称｜延面積 所在地 寸
1

「
｜
寸
」,.. 

イ：土地

地 目 地 積 所在地

国 247, OOrrl 宮崎県延岡市大武H汀4617番地

ち地 152, 06rrl 宮崎県延岡市大武町 298番地

古地 15, 20rrl 宮崎県延岡市大武町297-1番地

ち地 304, OOrrl 宮崎県延岡市大武町280-2番地

,.... 

2不動産に関する権利等

ω所有権以外の権原により保有している不動産

｜権 原｜不動産の種類 ｜ 所在地

②地域的な共同活動を行うためのその他の資産

放送設備（一式）湯沸かし器(1台）流し台（2台）食器棚(1台）

湯飲み（79ケ） 皿1(50ケ） ヤカン（5ケ） ガスコンロ(1台）

黒板(1ケ） 運動用具（ピストル，テント，バレーボール，バレーネット）

石油ストーブ（3台）机・椅子（30脚）料理台(15ケ）
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臨時総会議事録

F日時：平成5年7月4日（日）

j場所：大武公民館

i出席者：対象人員数（ 1 2 9名）

：出席者 ( 1 0 5名）

：委任状 ( 1 2名）

：欠席者 ( 1 2名〉

臨時総会次第

l，開会のことば

2，市民憲章朗読

3，区長あいさつ

4，議長選出

5，議事

〈午後7:0 0～9 : 0 0) 

：共有地の法人化申請について

〈法人化に至る経緯） 説明

〈共有地の明細） 説明

〈区規約について） 審議

（法人化についての裁決〉

6, 閉会のことば

1，開会のことば

2，区長あいさつ

:: 3，議長選出

。議長あいさつ

〈ーー．氏を議長に選出）

く〉本日の大事な臨時総会の議長に選出されましたが，始めての事で意にそうか疑問に思

いますが，皆様のご協力のほどおねがいします。

進行に当たってのお願い，発言は：大きな声で

議事録の関係がありますので，

4，議事

。議長

〈共有地法人化について）

：組名，名前を

：質問は分かりやすく

よろしくお願いします。

共有地の法人化申請に至る経緯並びに規約について執行部の説明をお願いします。
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長

法人化となれば公の場として，色々な制約が生まれ規約に従つての運営となります，

規約について，法人化後の権利権能について，地縁団体とは，なぜ法人化をするのか，執行

部より説明がありました，皆さんの理解が必要です意見・要望を出して下さL、。

国間（3組：a・
令法人化となった場合固定資産税との関係は，ゼ、ロになるか・現状に同じか。

市も初めてのことで正確な答えは得てない， 現状に変化ないのではと思っている。

問（3組：．．’
。今回の法人化申請は 4件の申請になっているが，残りの3件も一緒に出来ないのか。

a長
。共有地の登記については， 4件が「個人名義」 残りの3件が「総代名義」になってい

；がす，法律事務所の情報では，個人名義であれば団体名義で登記できるが，大字大武

rλ中持総代となっているので一緒には出来ない，以前の区長の時代に手続きの際に税金

も掛かつてないのでそままで良いとのことであり そのままにしている。

糠：pJj( 3組：ー－
？く〉税金は納めてないのですか。

。個人名義の分だけ納めています，他は共有地と言うことで免税になっています。

‘質問（3;il:.

。さぬきうどん屋裏の土地は r~」さんの名義になっているのですね。

。個人名義になっています。この土地は税金がきています。法人化の申請をすることになっ

ています。

．質問（ 3組：，．
。部落の土地に編入して行くのですね。

．議長

。法人化の認定がでれば，団体名義となります。

ーよー＝ーー＼『』』ー
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。区長

く〉法人化の認定を受けようとしているのは，共有地を団体名義にするためです，今回の目

的が法人化にするための話し合いの場となった訳です。

したがって第1段階として個人名義 r-Jになっている共有地を先ず法

人化の申請を行い，認定後に 残りの「総代名義」共有地も法人化にと考えています。

。質問（2組：里担’

く〉規約の中で会員となる資格は，区域に住所を有する個人とあるが，世帯単位でなく

個人としてみているのか，一世帯内に複数の会員ができることになるが。

。区長

く〉公の場として，一個人の権利・義務を重んじている訳です，したがって 一世帯の中で

も会員となれる資格があります， しかし 判断の出来ない子供を会員としてもどうしよ。P うもない事であり，入会資格を規約の中で絞る訳も行かず，皆さんとの話し合いで，例

えば 20才以上とか 目安を立てるのも一つの案ではないか。

。質問（3組：．． 
。やはりこの問題は，一世帯に絞ったのが良いのではないか，例えば 世帯内に 5人の会

員がいるとすれば総会の定足数の関係もあり大変と思う，その世帯の代表者で良いので

はないか。

。区長

。法人化の認定条件にも，全ての個人とあり 個人の権利・義務を重んじていますので，

あくまでも個人となります。

) ,. 世帯内で複数の会員がいて出席できない時は，表決委任もできます。

。議長

く〉規約22条にあるように，やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は 予め

通知された事項について書面をもって表決し又は会員を代理人として表決委任すること

事ができる，これで良いのではないか。

。区長

－ー、、同・、『－・

く〉議長の言われた通りです，委任で表決できますが，安易に委任されても淡泊になるので

はと心配もあります，原則として 会員としての義務を果たす事が大切ではあるが，

世帯での複数の会員になると困難な面もあり委任になると思う。



民ゑ

。質問（ 5組：a・
。会員は 会費を納めなければならないとあるが，現在は 区費を一戸「700円」納めて

いる，一世帯に 5人の会員がいた場合 5X700=3500円の会費になる問題が出てくるので

はないか。

。区長

く〉規約通りに解釈すれば，質問されている会費になると思います，しかし これは出来な

い事であり，規約の条文に「総会で定める」とあるように，総会で別途定めれば良い

と思っています。

。質問（ 2組：．． 
く〉一番の根本は，町内会の認可を受けるには規約を整え，不動産は全て公開し，家族全員

に資格がある訳だから。

。質問（ 3組：．． 
く〉それはすでに家族名簿を出しているから家族構成は分かっているのでそれに該当して

いるのではないか。

。質問（ 6組：a・
く〉今の甲斐さんの意見ですが，家族名簿と会員とは性格が違うと思います，家族名簿を出

しているからその人も会員だと言うことにはならない，あくまでも一個人と見てます。

。質問（ 3組：．

＼子 。総会で一世帯の 1名が代表者と承認されればよいのではないか，例えば 30 0人の

構成員の中で家族の一代表が責任者だと皆で協議をすれば通るのではないか。

~』

。区長

く〉会員は個人として入会していただき，一世帯での複数の会員については，会員の中から

の代表者でよいと思います。

。議長

く〉先程より，問題となっている，会員の資格・会費について，会員の資格を絞る訳ではな

いが，一つの目安として： 20才以上・会費については：現状に同じ（世帯単位）が妥

当ではないか。

さきほど提案がありましたが，会員の資格・会費等については別途 区で会則を作れば

問題はないと思います。
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・質問（ 5組：喜多）

。会員は 会費を納めなければならないとあるが，現在は 区費を一戸「700円」納めて

いる，一世帯に 5人の会員がいた場合 5X700=3500円の会費になる問題が出てくるので

はないか。

。区長

く〉規約通りに解釈すれば，質問されている会費になると思います，しかし これは出来な

い事であり，規約の条文に「総会で定める」とあるように，総会で別途定めれば良い

と思っています。

．質問（ 2組：上田）

く〉一番の根本は，町内会の認可を受けるには規約を整え，不動産は全て公開し，家族全員

に資格がある訳だから。

．質問（ 3組：甲斐）

く〉それはすでに家族名簿を出しているから家族構成は分かっているのでそれに該当して

いるのではないか。

・質問（ 6組：林田）

く〉今の甲斐さんの意見ですが，家族名簿と会員とは性格が違うと思います，家族名簿を出

しているからその人も会員だと言うことにはならない，あくまでも一個人と見てます。

。質問（ 3組：甲斐）

く〉総会で一世帯の 1名が代表者と承認されればよいのではないか，例えば 30 0人の

構成員の中で家族の一代表が責任者だと皆で協議をすれば通るのではないか。

・区長

く〉会員は個人として入会していただき，一世帯での複数の会員については，会員の中から

の代表者でよいと思います。

。議長

く〉先程より，問題となっている，会員の資格・会費について，会員の資格を絞る訳ではな

いが，一つの目安として： 20才以上・会費については：現状に同じ（世帯単位）が妥

当ではないか。

さきほど提案がありましたが，会員の資格・会費等については別途 区で会則を作れば

問題はないと思います。
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。議長

。他にご意見はありませんかなければ今までの審議の結果を，採決しますが異議ナ

ございませんか。

異議なし

く〉大武2区を法人化すること及び規約の改正について

。賛成の方は 挙手ねがいます

全員の挙手・・・大武2区を法人化する｜

大武2区 規約の改正l ・・・可決されました

く〉会員の資格について

。本会の入会会員は， 20歳を目安とする

〈包し 20歳未満であっても入会の希望があれば本会に入会できる）

0総会等の定足数について

。一世帯に複数の会員がいる場合，会員の中から代表者を選びその代表者に委任する

（但し会員が総会等に出席する意志がある場合は総会等に出席し代表者には拘

らない）

。会員の会費について

。会費は一世帯単位とする 〈現在の区費徴収に同じ）

。会員の資格：総会等の定足数：会費について賛成の方は挙手ねがいます

。全員賛成の挙手

。全員の賛成で可決されました

宣伝ほ総念どη議名咳ヒ利率引き刊

臨時総会議長：

議事録署名者：
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守

口

崎

巴

m
延

岡

立

市

大

4
瓦

町

圃

圃

守
口
肱
問
但
m
一
昨
地
問
問
中
市
↓
八
＃
削
川
町
直
圃

骨
白
献
阿
旧
来
訴
赴
悶
阿
古
叩
I
T八
4
宮
内
町
州
場
』
咽
圃

申
旦
日
献
阿
国
対
話
魁
岡
削
＋

mfT八
4
官
州
町
州
市
圃
圃

引
配
恥
劃
町
刑
州
制
剛
．

引
配
劇
劃
町
制
州
制
剛
冨

守
口
肱
問
巴
m
M叫
片
岡
問
占
－

m↓
八

AR町
ー

． ， 
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京
ロ
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員

名

、

一

会

員

住

所

一
守
向
肱
問
旧
対
話
魁
問
問
中
市
↓
八

4
R町

「

J
E附
則
創
刊
配
刑
判
州
制
剛

守
白
蛇
問
阻
原
延
岡
問
中
市
↓
八
誹
嗣
川
町

一

宮

崎

県

延

岡

＋

m大
武

町

「
｜
引
附
則
川
町
制
刑
判
剖
判
断

つ
引
町
駅
劃
町
刑
判
創
出
川

「
J

引
附
則
川
町
駅
刑
判
州
制
剛

一

宮

崎

県

延

岡

市

；

大

武

町

一
守
口
位
問
盟
公
処
岡

Em↓
八
4
古
川
町
」

一
官
白
蛇
問
悶
対
話
結
問
問
＋

m
ム
人
4
古
川
附
町

一
申
白
献
阿
阻
m
M叫
ん
悶
附
＋

mム
入
品
以
町
町

「
｜
引
町
駅
町
駅
刷
州
制
剛

一
骨
目
献
阿
旧
来
百
叫
ん
岡
阿
古
川
ム
人
4
市
内
町
町

一
骨
白
蚊
阿
旧
対
話
赴
岡
阿
古
川
ム
人
・
4
削
川
町
町

一
守
白
蛇
問
巴
m
M仏
両
問
問
＋

ml天
4
R
町
）

一

宮

崎

県

延

岡

市

大

武

町

】

一
守
口
魁
問
但
訟
蛇
岡
阿
古
叩
’
大

4
R
町
山

官
白
蛇
問
問
m
M陪
問
問
占
出
叩
↓
人

4
R町

骨
員
献
阿
旧
旧
日
m
M赴
岡
阿
古
叩
ム
人
4
古
川
町
町

ム
お
ロ
貝
比
比
正
問

「
｜
劃
崎
県
劃
札
制

m大
武

町

寸
I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1－
－

l
i
l
l
I
l
l
1
1
1
I
l
l
1
1
1

－
守
白
位
問
問
m
M世
間
問
＋

m↓
八
誹
嗣
川
町
1
9白
R
υ
1
i
の
1
i
廷
闘
抽
柚

守
口
献
阿
旧
旅
訴
魁
問
問
古
川
ム
人
・
苛
州
町
町

守
口
位
問
巴
m
M叫
何
回
問
中
市
・
大
・
武
町
一

守
白
位
向
田
原
延
岡
問
占
市
↓
八
A

武

町

十

・

宮

崎

県

延

岡

市

大

武

町

寸
l
l
1
1
1
1
I
l
l
i－
－

1
1
1
1
1
1
1
l
I
l
l
i－
－

－

－

－

－

一
宮
H

献
阿
国
亦
材
処
岡
阿
古
叩
ム
ハ
昔
州
町
町

「
J

引
劃
町
駅
劃
削
州
制
山
川
和
川
剛
一

一
官
白
位
問
阻
m
M魁
問
問
占
市
↓
八
誹
以
町
斗

一

宮

崎

県

延

岡

門

市

十

八

武

町

・
何
百
献
阿
問
巴

mm魁
回
阿
古
叩
十
八
4
古
川
町
町

守
口
魅
問
旧
京
証
向
問
問
＋

m↓
八

4
A
町
・

宮
H

献
阿
岡
県
ロ
蛇
回
阿
古
叩
ム
人
・
苛
内
町
町

守
白
蛇
阿
巴
立
結
問
問
占
市
叩
↓
八

4
A
町
・

・
守
口
位
問
阻
m
M叫
ん
問
問
＋

m
f
X
4州
附
叫

守
口
位
向
阻
州
話
賠
問
問
占
巾
叩
ふ
人
・
4
削
川
町
1

官
白
拡
問
阻
r
m
M障
問
問
中
市
叩
↓
入
品
以
附
町

官
向
魅
問
旧
対
話
借
問
問
中
－

m
tす八
4
嗣
州
附
町

宮
口
肱
問
巴
m
M陪
問
問
＋

m↓
八
非
嗣
川
町
・
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ム

広

ロ

【

貝

件

也

記

聞

守
白
肱
問
自
m
M結
問
問
中
市

IX4瓦
町
町

宮

崎

県

延

岡

市

大

・

4R町

守
口
献
阿
旧
旅
行
延
岡
問
＋
m叩
ム
人
4
市
内
附
町

守
口
肱
問
阻

2賠
問
問
市

i
X
4武
町

守
口
肱
問
但
m
M結
問
問
＋

m
t
X
4
R町
ー

「
バ
引
劃
配
制
川
和
則
州
航
剖
川
判
州
出
川
相
川

「
｜
｜
｜
1
1
1
1－
－

－

I
l
l
i－－

I
l
l－－

E
d
t＆
開
停
店
H
2
E史
E
M
F

－H
」
F
4冨
砂
町
制
・

「
削
船
配
制
配
制
州
制
町

「
凶
削
劃
町

E
m削
町
駅
町
制
川
μ州
制
川
配
川

一
宮
崎
県
延
岡
問
中
市
↓
八
誹
削
川
町

一
骨
白
献
阿
旧
来
百
赴
悶
附
古
川
・
ム
人
北
嗣
川
町
町

一
守
向
肱
問
旧
対
話
賠
問
問
中
市
↓
八

4
R町

「
引
制
劃
則
劃
同
制
州
制
附

官
H

献
阿
阻
m
M仏
両
国
阿
古
叩
ム
人
4
古
川
附
町

守
白
位
向
回
帰
延
岡
附
古
叩
ム
人

4
R町

守
口
肱
問
旧
対
話
蛇
岡
阿
古
叩
↓
八

4
R町
1

・
守
白
蛇
問
問
爪
紅
賠
岡
門
＋

m－
I
X
4
R町
ー

守
口
位
問
旧
対
話
結
問
問
中
山
i
X
4州
附
円

宮

崎

県

延

岡

市

大

・

武

町

会

員

住

所

吋

守
口
肱
問
阻
州
証
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問
問
＋

m↓
八
4
武

町
1

骨
白
献
阿
旧
派
M
仏
両
回
附
＋

m叩
ム
人
昔
内
附
町

守
口
肱
問
但
州
M
地
問
問
占
－

m↓
八
誹
削
川
町
1

守
口
一
献
阿
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州
M
賠
岡
阿
古
叩
ム
人
・
苛
州
附
町
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蛇
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問
問
・
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川
附
吋
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肱
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結
問
削
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4
州
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門
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蛇
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旧
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陪
問
問
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市
『
天
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口
肱
阿
巴
m
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片
岡
問
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↓
八
4
嗣
川
町
・

骨
員
献
阿
岡
県
ロ
魁
悶
阿
古
叩
ム
人
昔
州
町
町

守
白
位
向
旧
派
M
品
福
岡
問
中
市
ム
入
品
刷
川
町
e

守
口
一
献
阿

E
2延
岡
阿
古
叩
ム
人
4
市
内
附
町

守
口
位
問
但
m
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m↓
八
4
嗣
川
町

宮
向
位
向
阻
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両
問
問
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市
叩
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§ 、F Ji~乙 4 三r:::1 月芝く＞王J~；：；当乏三是認漬幸良空子

（大武2区）

月 行事名 ！付
tチて・

谷 今徒、の課 題

(I）運営員会 (I)年間行事計画の検討 。計画実行

41 3区長，両lj区長，会計 （区行事の積傾参加）

5 

6 

。組長： l組～ 8組 I ＇.：：：；区の行事について

育成部長，婦人部長｜ ：各専門部の行事計画について

保体部長，老人部長

ω育成部総会

（親子会：子供会）

(3）婦人部総会

(tl)｛刷本音r)

(2）年間行事計画の細分割検討

（育成部として）

（①年間行事計画の細分割検討

（婦人部として）

ω年間行事計画の検討

：組対抗 ミニバレーポール大会

日盆踊り（大武 l, 2区，牧区）

一声運動で、行事への参加を

II子びかける

。学校週5l=I市ljの活用につい

て

く〉：夏休みの過ごし方

Oani人部は，区活動の中心的

仔在であり積極的な活動を

。総務部，婦人部の協力を

；港町駅伝大会（大武I,2区，牧区）

。）老人部 品午同行主計百ゐ検討 --10ゲートポーJしを2＞泊

。〉育成部（親子会）

＠老人部

(3）役員会

(l)育成音［） （籾子会）

＠婦人部

(1)第 1回廃品回収を行う

；干物を大切にする

：；！防リサイクル

J物の価値観

(2)t1f1社婦｜徐

：旅行（良野ケ里 : ~ill),,) 

ゲートボール

。DUJJ内j青帰

(1）化いっぱし、推進委員会

東海小学校で花作り学習会

(2）婦人学級開講

青少年行成問題

青少年の健全育成

料理教室：健康のための料理学習

実施しているが参加者が

少ないもっと参加を

。廃品の回収を行っても

業者との取引がスムーズに

行かない

。UlJ内花いっぱし、.illi動



E」一行事名

＠老人部

6 

内容

(3）神社帰除

っゲートボール

；：：高齢者教室開講式（I映画観賞）

ω役員会 ω延岡市統一行事

題
一
だ

＝
土
品

H
ド

ニ

だ

し

一
三
二
ま
な

＝
『
レ

可
J

二

I

J

ノ’＼

じ

ご

す

を
一
ポ

w

i
＝

卜

！

？
一
一
加

ノ
一
二
ケ
心
不
／。

く〉各家庭とも忙しい中多数の

（行事について） ｜ ：クリーン大作戦 ｜ 参加を得てスムーズに

（大武～大武港問のクリーン） ｜ 作業ができた口

目害虫駆除 消毒

（家庭内排水溝：町内排水溝）

(1)整備部 /(1）公園施設の点検 10施設に腐食大にあり

7 I I U施設のペンキ塗装

,... 
(2）育成部（籾子会） ｜②夏休みの過ごし方

ω婦人部

まつりのべおか子供みこし参加

について， （手作りみこし作成）

＠薬草をつかって：健康を考える

(4)fljl社掃除ω老人部

、ゲートボール

：高齢者教室（交通安全）

ω役員会

(1)育成部（親子会）

＠大武村l社夏祭りについて

。〉まつりのべおか子供みこし参加

8 （文化センタ一広湯にて）

日第2回廃品回収の実施

＠料理教室
,.. 

(2）婦ノ＼1~~

（健康のための料理a について学習）

。）老人部 （①高齢者教室

J延岡の民話

1，；，ゲートポール

シfl!！社掃除

会I)役員会 ゆ以霊祭について

~：； mr内 il'J婦について

ω往踊りについて

。〉敬老会

、，子供の歌と踊り

白ポ人部の歌とmuり

(l）子供会，婦人；~rs,

9 I総務部，老人吉IS

定期的に点検，ペンキ

塗装が必要円

く〉親子ともども みこし作り

に 汗 な が すn

く〉楽しい祭りでした，来年も

また参加を

。楽しい一時でしたn

、、
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月

9 

1 0 

行事名

②婦人部

③老人部

①保体部

内
~ 

谷

②講話：：豊かな心の育成

（豊かな心を育てるためには

どのように生活したらよいか）

3敬老会

~） tifJ社帰除

ごゲートポール

3高齢者教室（佐土原出泉）

①町内 グランドゴルフ大会

一ーー－－－－－・－・ー ー－ L ’ -- －－－－－，・ー

今 後の課題

く〉グランドゴルフ参加者に

好評更に計ドlijを立て

多数の参加を呼びかける。
－－－－－－－－－・・・ー・・ 4』ーーーーー白島宇 田ーー ーーー－－－－今回ーーー・ー..

②婦人部 ②手芸教室

ヴアートフラワー（椿の花）の

基礎技術を学
ー－－－－－－－・・ーーーーー白..・ーーーーーー・ーーー...ーーー一一一ーーーー’•·ーー一一ーー・ーーーーー··－－ーーー－·－ーー・ー一ー ιE ム・ーー..・－－－－－－－－－－司 ιーーー ー ー ・ーーー ・一一ーーーーーー ι－－・ー・ーーーーー一一ー

⑨老人部

④役員会

③~1t1社掃除

。ゲートボール ：グランドゴルフ

付制子：熊本，山鹿

④防犯パレードについて

a赤い羽根募金について

①育成部 （親子会） 防遠足：門川海浜公凶

1 11 I ::g大武神社秋祭りについて，

く〉遠足，祭りと楽しい計画i

でした内

②婦人部

＠総務部

④老人部

CJ）育成部（親子会）

1 2 

大武2区と子供会との打ち合わせ

G親会：秋祭りについて

②野外研修

ぷ延岡市の史跡を訪ねて歴史を学

ぶ料理教室

（骨組症予防のための料理）

＠文化祭

3婦人部，子供会，老人会

（｛乍品の出品）

(4)11t1社掃除

ぷゲートポール

3高齢者教室（映画観賞）

①クリスマス会

（サンタクロースがやって来る）

く＞ 5 0点の出品あり



月

,.. 
1 

,,. 

行事 名 内
~ 

廿 今後の課題

l②婦人部 ｜②懇談会

。地域の親睦を深めるには

阪両証語蕗－ …・

。ゲートボール

O高齢者教室（しめ縄作り）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
④役員会

l①保体部

｜④町内清掃について

。歳末助け合い募金について

。年末年始の交通安全について

0保体部： 1/3日に行われる

港町駅伝大会について

ゆ恒例の港町駅伝大会

。大武l, 2区，牧区～3区合同

駅伝大会

く〉特に年末年始は酒を

飲む機会が多くあり絶対に

酒気違反のないよう。

く〉参加チームが少ないので

多くの参加を呼びかける 0

0大武l区：薗官ァミリー

昨年につづき優勝

妹年こそ掴修一ム優勝

の奪回を
"'-------------------------・---------・・------・・・--

- ・・・・・・・・・・・・・・・・』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 司・・・・・・・・．．． ． 

i②育成部 ゆ第3回廃品回収
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＠婦人部 l③廃品回収

。ビデオによる学習

（交通事故に関われる責任について）

O健康教室

〈はつらつ一家植物油大研究

ダイエットで青春を
一一一一ーーー・．．．．．．．．
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
④老人部 ④神社掃除

。ゲートボール

O高齢者教室 （新年会〉

①婦人部 一－－腔空手雪竿…考会竺苧？竺領空．ヂ＿＿＿＿＿＿＿.! .• 

②節分：豆まき

0新役員選出
面神社掃除

21②育成部

l③老人部

。ゲートボール

O高齢者教室

〈七福神参り，生涯学習推進大会，

合子供との触れ合いについて）I
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行事名 内 容 今後の課題

(1)婦人部 co料理教室 く〉計画に従い良くできたと

ぷコレステロールと成人病 思う，もう少し各人が

予防のための料理 自主性をもって活動してほし

，：；閉講式：反省会 し、口

（一年間の反省、と今後について｝

φ老人部 l~） trP在日除 bヂ孟卜示；－~－~しゐ会｝JD者を

＠育成宮r~

④運営委員会

3ゲートポール

。高齢者教室閉講式

＠子供会：総会

④一年間の反省、

間新役員の選出

。大武2区：総会

高めることり

く）;ihl足，まつりのべおか子供

みこしの参加といろいろ

工夫されて，親子ともども

良く頑張ったり



§干行 ~j車 :f子弓三五 5じさ二王拝書室

月 行事名 月 事業名

え東海地区公民館連絡協議会総会 大区掲示板の作成設置

4 け｜｜島営民集会所） 4 士ガードレール及び道路舗装

台東海地区々長理事会 （市に請願）

（サクランボ保育園） 古大豆，tJllC大武寺～シタル間の

合東海地区身長理事会 5 二面張り）（県に状況説明）

（樫山公民館） 日ニバレー用具作成

台東海地区々長辿絡協議会総ν 医療廃棄物焼却土易試運転

5 （祝子常良集会所） （立ち会い）

オ市公民館述絡協議会総会 台医療廃棄物焼却場,.. 
（社会教育センター） 6 （立ち会い）

古市区長連絡協議会総会 立大武川

（はにわ会館） （大武寺～シタルn一日二而張り）
：！？東海地区身長会議 （陳情書提出）

(}II島営農集会所） ：；大武川

t地域指祉懇談会 8 （鉄工団地～上流の除草）

（大門公民館） （黒木産業）

立2種防火管理者資格認定講習会 武鉄工団地前の土橋に四輪車

7 （社会教育センター） l 1 通行止の標示板を立てる

台東海地区公民館々長研修 女医療廃棄物焼却場

（祝子営農集会所） 2 （立ち会い）

古市政懇談会

8 （祝子営農集会所）

,.. 台大武川底部掃除（汚泥取上）

3 （小田産業）

交市制60周年記念式典 ；｝カーブミラー設ii:t

2 （文化センター） 士公園南側道路の舗装

公第4回生涯学習推進大会 （日進工業）

（野口記念館）

士市交通安全推進大会

3 （野口記念館）

台東海地区公民館身長会議

（）｜｜島営農集会所）
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大 平 成4年度大武2区総会議事録

ポrタミ~ 2 12ζ 医ζ主義 ： 五吉、圧i 工E生手三

（平成5年3月31日）
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§平成4年度 大武2区総会議事録

。日時：平成5年3月28目

。場所：大武2区公民館

く〉出席者：対象人員数（ 1 3 4名〉

：出席者 ( 1 0 5名〉

：委任者 ( 1 4名）

：欠席者 ( 1 5名〉

S総会式次第

l，総会開会のことば

2，区長あいさつ

3，議長選出

4，議事

①平成4年度行事報告

（午後7時00分～ 10時00分〉

②平成4年度収支決算報告

③平成5年度行事計画（案〉

④平成5年度予算 （案）

⑤公民館使用料値上げについて（提案〉

⑥区共有地の法人化について （提案〉

⑦役員改選 （承認〉

③その他

⑨閉会のことば

ー〆う l，総会開会のことば

く〉執行部：規約に定める，出席者が2分の l以上を達成しましたので，本総会の開会が成立した事を

報告し，総会の開会を宣言いたします。

2，区長あいさつ

く〉本日はご多忙の中，多数の出席を得て総会の開会が出来たことを区長としてこの上もない喜びでご

ざいます。皆様方が区の行事に対して強い関心を待っておられる結果と思っております，区の運営

に当たっては，皆さんの協力により満足できた一年間ではなかったかと自負いたしております。

これも 役員の皆さんの力の結晶と感謝の気持ちで一杯で御座います。

尚 本日の総会が，有意義で成功であることを願い，皆さんの活発なご審議をお願いします0

1 議長選出

。執行部：他に候補者が ないようなので，執行部より：圃圃訴を議長に指名いたしますが承認

いただけますか。

：全員（承認〉・・・・Eえを議長に指名します。



Cr-

4，議事 （議長）圃園田駅

く〉ご指名により私が平成4年度大武2区総会の議長を務めさせていただきますが，進行に当たっては

皆様方のご協力ほどお願いいたします。

尚 発言に当たっては：大きな声での発言を，

：内容は 分かりやすくまとめての発言を

以上お願いいたします。・1号議案 （平成4年度行事経過報告〉
。議長：執行部の報告をお願いします。

。区長：行事内容については，l お手もとの資料を見ていただければお解りかと思いますが，主要点の

みご報告いたします。

①区の皆さんには大変ご迷惑かけていました医療廃棄焼却場からの悪臭の問題について，

（公害防止協定書に署名致しました）

。延岡市長

（立ち会い人）

。大武l区々長

。大武2区々長

。牧町 区長

※覚書に署名いたしました。

今後は公害防止協定に従って管理されますので，問題の発生は無いものと確信しています。

②カーブミラーの設置： 3基の設置を依頼していたが今年度は l基の設置にとどまった，残り

の2基は次年度の設置となります。

③大武川底部掃除については，約90%の完成度を見ています，これも年次計画での実施となっ

ています。

④大武川上流の環境整備： Jllの三面張り工事の：陳情書を提出いたしております。

⑤エゴ浜南側道路の舗装

旬。議長 ： 平 成4年度行事経過報告がありました，原案附して，質問問ませんれ

：質問がありませんので採決にはいります，異議なし。原案は承認されました0・2号議案 （平成4年度収支決算並びに監査報告〉

く〉議長：執行部の報告をお願いします。

く〉会計：収支決算は資料でご報告の通りですが，収支に変化のあった部分の説明をいたします。

：収入の部：寄付金の予算(10,000）に対し，決算では（98,000）となり（88,000）増

これは香典返し，鉄工団地様外よりの寄付金がありました。

区費の（29,000）減は，転宅などによる収入滅。

：支出の部：保体部の予算（150,000）決算（60,868）は，盆踊り，運動会がなかったため

支出で（89,123）減となった。

く〉監査：帳簿，預金通帳，領収書ともに良く整理され，経費会計が十分に果たされ管理されていた事

を報告いたします。



。議長：平成4年度収支決算並ひ1こ監査の報舎がありました，原案に対して質問 要望はありません

か日

：何もないようなので採決に入ります， 異議ございませんか，異議なし】

：原案は承認されましたり・3号議案 （平成5年度行事計画案）

く〉議長：執行部の説明をお願いします。

。区長：平成5年度の努力目標

①区民相互の強い輪づりに努める

（一人ひとりが区と一体となり町づくりを考える）

②区行事への積極参加

（一声運動で行事への参加を高める）

③いつでも笑顔で挨拶を

（親から手本を まず家庭から始めめる）

,,.. 区民一人ひとりが行事への関心を持つことで，区民相互の理解が出来 活動への大きな

エネルギーとなり，活気ある公民館活動になるものと思います。

,... 

：行事計画

要点のみの計画としています，町内清掃，町内消毒，町内ミニバレー大会，クリ ン作戦

敬老会，運動会，三区合同港町駅伝大会などです。

尚 各専門部においては，専門部毎に検討して年間行事計画をたてます。

く〉議長：平成5年度行事計画 案の説明がありました，質問，要望はありませんか。

：何もあいようなので採決に入ります，異議ございませんか，異議なし。

：平成5年度の行事計画とします。・4号議案 （平成5年度予算案）

く〉議長：執行部の説明をお願いしますH

く〉会計：区費について， 9組が区より脱会することになり（ 5世帯減）したがって区貸（71,400）減

諸手当が役員 l名減で（4,000）の減となる。

公民館の補修積み立て金（240,000）を民共有地の登記代に転用してます、したがって登記費

として（240,000）予算計上しましたり

く〉議長：平成5年度予算案の説明がありました，質問j，要望はありませんかn

（質問）登記代はどのくらい必要なのか。

（区長） 220,000～250,000）円必要，司法士の話では，

（質問）登記の必要・性は

（区長）皆さんの承認、が必要となるのですが，共有地を法人化にしようと現在検討しています

もし法人化が可能となれば，登記が必要となり（240,000）計上しました。

法人化の提案をしていますので，議案で審議してくださいり

く〉議長：法人化の件は後の審議として、他にないようなので採決に入ります，異議ございませんか

異議なし。

：原案については，平成5年度予算とますり
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・5号議案 （公民館 使用料値上げについて，提案）

く〉議長：執行部の説明をお願いします口

く〉区長：結論から言えば，区の財源を考えての提案です。引き金となったのは消防団維持費値上げの

提案がありましたn （消防団維持費については，その他の議案で審議します）

：役員会では区白の値上げをとの意見もありましたが，色々と検討の結果，公民館使用料の値

上げをとの結論になり今回の提案になりました。

。その理由としては，

(1) 1 3年間現在の使用料で来ている。

＠他地域に比べて，半額以下の使用料である日

(3）塾生の授業料と公民館使用料とを見ると，公民館使用料が安いけ

などにより使用料の値上げを提案しました。

く〉議長：執行部より趣旨説明がありました，提案に対して質問，要望はありませんかり

（質問）どのくらいの値上げを考えているのか。

（区長）現在：週1回～1000／月を2000／月に， ｜ の値上げをしたい。

：週2回～2000／月を4000／月に ｜ 

（質問）値上げをした場合 他の地域とのつりあいは。

（区長）提案の値上げでも，他の地域に比べてまだ安い使用料である。

（質問）値上げした場合どのくらいの収入増となるのか。

（区長）現在 ：習字：少林寺：珠算と週2回の使用になっている n

：値上げすると，現在 : 76,000 

値上げ： 156,000 80, 000 fIJの収入増になる円

（質問）値上げは何時から実施するのか。

（区長）平成5年4月1日より実施しますり

く〉議長：他に質問はありませんか，なければ採決に入りますo

,.. ：捉案に対し異議ございませんか，異議なし，

：原案は 承認されましたn

。6号議案 （大武2区共有地の法人化申請について 提案）

く〉議長：執行部の説明をお願いしますn

く〉区長：地方自治会等の法人化については，平成3年4月に自治法の改正が行われ 地縁による団体

が有する不動産等を，団体名義で保有し 登記ができるようになったH

（地方自治法（第260条の2）において，法人格付の対象となるのは地縁による団体）

O地縁による団体とは

町又は区域その他 市町村長内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された同

体を言う。

したがって，自治法による町内会のように区域に住所を有する人は 誰でも構成員となれる

同体であり 地縁による団体となる。

。地縁による団体が法人格を得るための認可の要件

地縁による団体が法人化を得るためには，その団体の区域を包括する市町村長の認可が必要
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：認可を受ける地縁による団体が，現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか，保有

する予定があることが前提になるけ

（不動産又は不動産に関する権利とは）

＋不動産登記法に掲げる～土地，建物に関する権利

＋立木に関する規定～立木の所有権

＋金融資産～国債，地方色~f，社債

：地域住民相互の述絡，環境の整備，集会施設の維持管理，地域的共同活動を行うことを目的とし，現

にその活動を行っていると認められること H

：地縁による団体の地域が，住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

:f也縁による団体の地域に住所を有し，全ての桐人は構成員となる事が出来，その相当数の者が現に

構成員になっている事。

：規約を定めていること。

＋目的

＋名称

＋区域

＋事務所の所在地

＋構成員の資格に関する事項、

＋代表者に関する事項

＋会議に関する事項

等が定められていなければならない0

．なぜ法人化をするのか

：自治法の改正により，地縁による団体が有する不動産等を，団体名義で保有し登記ができる。

：法的に共有財産は団体名義での登記が出来ず，区としも課題を引きながら管理していた。

＋現在は，共有地を（名義を借り）個人名義で登記している。

＋個人名義で登記しているため，税金の全てが名義者に来ている。

＋したがって，名義者は区と本人分の税金を分割計算し区に税金の請求をしてい

fこ。

＋名義人を変更する度に，登記料が必要。

：法人化の認定条件として，区の共有財産があり，その条件を満たしている。

：法人化の認定条件として，地域活動，運営ともに十分にその機能を果たしている。

：法人化の認定ができれば，代表者（区長）の報告で管理出来る口

く〉以上が 法人化申請の提案理由です。

く〉議長：新たな事項として，自治会町内会等の法人化に関する件が 執行部より説明がありました，

在、も仕事の関係で区より相談を受け話し合いをしました，

。一つは，代表者の変わる度に登記代が必要であった口

O二つは，今までは法律上団体保有として登記できなかった。

O三つは，自治法の改定により，地域的な活動を目的とし総会で住民の賛同を得れば市町村長

が応綬できる。



i. 

したがって お互いに権利，義務が生まれ公の法人として認められ維持管理される事になります。

しかし これも区民の皆さんの同意がなければ認可の申請は出来ません。

ご意見質問を出し審議して行きます。

く〉質問：区長が変わる度に法務局に届けるのか。

。区長：法人化が認定されれば，代表者に変更があった時市に報告すればよい。

く〉質問：法人化になることはょいと思う，しかし 規約に沿っての運営になるのだから 規約の作成

審議が大事ではないか。

く〉区長：指摘の通りです，規約の粗案は出来ている 皆さんの同意が得られれば規約を作り皆さん

に審議をお願いしたいと思っています。

く〉議長：皆さんの同意が必要ですが，今後の進め方として 計画はお持ちですか。

く〉区長：一つは，規約を早く作りたい。

二つは，規約の作成に当たっては，新旧役員で行う。 （検討中での引き継ぎとなるため）

三つは，規約が出来次第 臨時総会を持ち審議していただく。

以上の計画を持っている。

く〉議長：有り難う御座いました，他に ありませんか。

く〉質問：大変立派な提案で結構なことだと思います，税金の問題ですが，法人化になった場合に 現

在納めている税金が安くなるのか，ゼロになるのか。

く〉区長：市としても始めて事でもあり確実なことは分からない，しかし 加算されている国民保健料

相当額は加算されないのではと，思っている。

く〉議長：他に意見は有りませんか。

ないようでしたら，執行部より提案されている法人化の件につ．いて 承認されますか。

：異議なし，

：提案の法人化申請については 承認されました。H• ・7号議案 （役員改選：区長，副区長，会計，〉
く〉議長：役員候補者の紹介を 執行部お願いします。

く〉区長：区長 （館長兼務〉 ：渡部修吉

副区長（副館長兼務）：・・・・E

会計 ：・・・・・E
以上の方を 平成5年度の役員候補としました。

く〉議長：平成5年度の新役員候補者の紹介がありました，皆さんの承認お願いします。

：異議なし。

：承認ありがとうございました，平成5年度の役員が決定しました。

平成5年4月1日を持って，新役員体制のもとに地域活動が展開されます 皆さんの協力の

ほどお願いします。
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．その他の事項 （付帯事項）

く〉次期区長（ 7～8組）任期2年間で，各組持ち回り方式の区長順番制度は，一応終了する

ことになっている。

（発足時の総意事項）

：したがって 2年後の新たな区長選出にあたっては，今後どうするのか，

区民の志向を踏まえ，次期役員の任期中に決めることが必要である n

。意見，要望

：区長任期2年間では，地域の課題や継続事業の促進，行政との対応など

考慮すると 任期は 4年程度が望ましい。

：区民による推薦方式が望ましいn

：区長の手当も地額すべきだ。

：区を法人化すれば，特に専任制にすべきではn



, 

。8号議案（その他） （消防団後援会費値上げについて提案）

く〉議長：：執行部の説明をお願いします。

。区長：大武l, 2区，牧区の 3区により，消防団後援会費を徴収しその運営に当たっているが，

その中には，団員手当も含み 収支決算しているのが現状です。

消防回収支決算報告での監査で， 3区長からの意見となり，団員手当は団員に与えるべき，

この際，値上げしてやるべきとの意見がまとまり，今回の提案となった。

：値上げ額： 80円を100円に～20円の値上げ。

：大武2区については， 5号議案で審議いただいた，公民館使用料値上げの収入での対処を

考えている。

。議長：消防団後援会費の値上げ，また その値上げの分を．公民館使用料の収入でまかないする，

との提案ですが，承認いただけますか。

~ ：異議なし。

，‘ 

：原案は承認されました。

。議長：これで全議案の審議が終わりま Lた，長時間に渡つての審議ご苦労さまでした，皆様には

活発なご意見をいただき有意義な総会で有ったことを，議長として厚く御礼申し上げます。

く〉区長：議長の細かい配慮のもとに，総会の進行が出来た事を厚くお礼申し上げます。

。閉会のことば

。熱心な審議のもとに，平成4年度の総会が終了したことをご報告致します。

教訓かす乙鋳I手ぉ齢、問的、

平成4年度大武2区総会議長：

記録署名者： 3


